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大正区地域まちづくり実行委員会委員長会開催要綱 

 

平成 29年 10月 31日制定 

令和４年４月 1日改正 

（目 的） 

第１条  「地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱」第２条に定 

義される地域活動協議会（大正区においては、以下「地域まちづくり実行委 

員会」という。）と区役所がより連携を深めていくために、区役所から地域 

への報告や要請、協力依頼事項及び区施策への協議・議論の場として、各地 

域まちづくり実行委員会委員長等と意見交換を行うとともに、各地域が地域 

生活課題の解決を自律的に進められる状態となるよう、各団体間での情報交 

換や情報共有を通じ、各地域の「互助･共助」の取組の活性化を図ることを 

目的として、地域まちづくり実行委員会委員長会（以下「地域まちづくり実 

行委員長会」という。）を開催する。 

（事務局） 

第２条  地域まちづくり実行委員長会の事務局は、大正区役所の地域まちづくり実

行委員会に関する業務の所管課に置く。 

（組 織）                         

第３条  地域まちづくり実行委員長会は、次の地域まちづくり実行委員会をもって

組織する。 

１．三軒家西地域まちづくり実行委員会  

２．三軒家東地域まちづくり実行委員会 

３．泉尾東地域まちづくり実行委員会 

４．泉尾北地域まちづくり実行委員会 

５．中泉尾地域まちづくり実行委員会 

６．北恩加島地域まちづくり実行委員会  

  ７．小林地域まちづくり実行委員会 

  ８．平尾地域まちづくり実行委員会   

９．南恩加島地域まちづくり実行委員会 

10．鶴町地域まちづくり実行委員会 
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 (幹 事) 

第４条  地域まちづくり実行委員長会に、次の幹事を置く。 

     代表幹事  １名    副代表幹事  ２名   

(選 任) 

第５条   代表幹事は、地域まちづくり実行委員会委員長から互選により選任する。 

   ２  副代表幹事は、代表幹事が選任し、地域まちづくり実行委員長会の同意を

得てこれを承認する。 

(幹事の任期) 

第６条   代表幹事及び副代表幹事の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。 

   ２   補欠により選任された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(地域まちづくり実行委員長会の招集） 

第７条   地域まちづくり実行委員長会は、必要に応じ大正区長、または代表幹事が 

  招集する。 

     ２ 原則、各地域まちづくり実行委員会委員長が出席する。但し各地域まちづ

くり実行委員会委員長が委任をした場合は代理出席も可能とする。 

(議 長) 

第８条   地域まちづくり実行委員長会の議長は、代表幹事とする。 

   ２ 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、副代表幹事

がその職務を代理する。 

附 則 

     この要綱は、平成２９年１０月３１日から施行する。 

     この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

     この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

     この要綱は、令和２年７月１３日から施行する。 

     この要綱は、令和４年４月 1日から施行する。 


